
令
和
五
年
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二
月
一
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）

令

和

五

年

第

四

六

五

号

十
二
月
一
日

（　金 曜 日　）
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次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

指
定
予
定
保
安
林
（
六
件
）  

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
解
除  

三

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定  

三

大
分
都
市
計
画
道
路
の
変
更
案
の
縦
覧  

六

　
　
　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）  

六

　
　
　
　
　
　
　
監
　
査
　
公
　
表

監
査
結
果
に
関
す
る
公
表
（
定
期
監
査
） 

七

監
査
結
果
に
関
す
る
公
表
（
臨
時
監
査
） 

一
二

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
五
百
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
大
字
羽
田
字
竹
ノ
林
四
一
六
八
番
、
四
一
八
〇
番
、
四
一
八
一
番
、
四
一
八
七
番
、
四
一
八
九

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

番
、
四
一
九
〇
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
五
百
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
大
字
堂
尾
字
山
犬
一
〇
九
〇
番
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県



令
和
五
年
十
二
月
一
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

　

西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
五
百
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

大
分
市
大
字
本
神
崎
字
平
保
原
一
七
二
八
番
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

中
部
振
興
局
並
び
に
大
分
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
五
百
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
大
字
羽
田
字
一
ノ
坂
三
六
四
八
番
、
字
北
向
三
八
九
七
番
、
三
九
〇
〇
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
五
百
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
山
国
町
槻
木
字
峠
下
二
七
四
八
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
五
百
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水



令
和
五
年
十
二
月
一
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
山
国
町
草
本
字
市
作
一
三
二
三
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
五
百
十
三
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災

害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
、
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
を

解
除
す

る
区
域

の
名
称
所
在
地
指
定
の

区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

指
定
年

月
日
及

び
告
示

番
号

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十

三
年
政
令
第
八
十

四
号
）
で
定
め
る

備　
　

考

事
項

立
平
谷
杵
築
市

大
田
沓

掛

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流
平
成
二

十
六
年

十
二
月

二
十
六

日
大
分

県
告
示

第
七
百

六
十
五

号

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、

別
府
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

生
桑
中
杵
築
市

大
字
八

坂

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
二
年

三
月
二

十
六
日

大
分
県

告
示
第

二
百
八

十
七
号

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

野
添
北
杵
築
市

大
字
八

坂

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
二
年

三
月
二

十
六
日

大
分
県

告
示
第

二
百
八

十
七
号

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

野
添
🄑
杵
築
市

大
字
八

坂

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
六
年

十
二
月

二
十
六

日
大
分

県
告
示

第
七
百

六
十
五

号

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

大
分
県
告
示
第
五
百
十
四
号



令
和
五
年
十
二
月
一
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備　

考

立
平
谷
杵
築
市

大
田
沓

掛

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

（
「
別
図
」
は
、
省
略

し
、
別
府
土
木
事
務
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

生
桑
中
杵
築
市

大
字
八

坂

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

野
添
北
杵
築
市

大
字
八

坂

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

野
添
🄑
杵
築
市

大
字
八

坂

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

横
城
川

①

杵
築
市

大
字
横

城
及
び

大
字
奈

多

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

守
江
川

②

杵
築
市

大
字
守

江

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

丸
尾

杵
築
市

大
字
大

内

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

山
迫

杵
築
市

大
字
鴨

川

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

尾
上
東

②

杵
築
市

大
字
船

部

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

西
船
部

②

杵
築
市

大
字
船

部

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

大
片
平
杵
築
市

大
字
大

片
平

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

大
片
平

上
村
②
杵
築
市

大
字
大

片
平

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

小
野
⑪
杵
築
市

大
田
小

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

小
野
⑫
杵
築
市

大
田
小

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

白
木
原

①

杵
築
市

大
田
白

木
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

上
沓
掛

①

杵
築
市

大
田
沓
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
急
傾
斜

地
の
崩
別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り



令
和
五
年
十
二
月
一
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）

掛

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

上
沓
掛

②

杵
築
市

大
田
沓

掛

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

石
丸
②
杵
築
市

大
田
石

丸

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

筌
口
④
杵
築
市

大
田
波

多
方

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

筌
口
⑤
杵
築
市

大
田
波

多
方

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

北
俣
水

①

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

北
俣
水

②

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

東
俣
水

②

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

西
俣
水

②

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

東
俣
水

③

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

区
域

西
俣
水

③

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

西
俣
水

④

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

南
俣
水

②

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

南
俣
水

③

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

南
俣
水

④

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

南
俣
水

⑤

杵
築
市

大
田
俣

水

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

小
武
⑦
杵
築
市

山
香
町

大
字
小

武

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

小
武
⑧
杵
築
市

山
香
町

大
字
小

武

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

小
武
⑨
杵
築
市

山
香
町

大
字
小

武

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り



令
和
五
年
十
二
月
一
日

六

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

志
高
湖
別
府
市

大
字
別

府

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

石
城
川

②

別
府
市

東
山
二

区
及
び

枝
郷

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

石
城
川

③

別
府
市

東
山
二

区
及
び

枝
郷

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

枝
郷
川

①

別
府
市

枝
郷
及

び
大
字

内
成

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

河
内
川

②

別
府
市

大
字
浜

脇
、
浜

脇
２
丁

目
、
浜

脇
３
丁

目
、
柳

、
河
内

、
田
の

口
及
び

浦
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

野
口
原

①

別
府
市

野
口
原
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

照
川
①
速
見
郡

日
出
町

大
字
大

神

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り
別
図
の
と
お
り

大
分
県
告
示
第
五
百
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
大
分
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
大
分
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

大
分
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
事
項

　
　

大
分
都
市
計
画
道
路
中
三
・
四
・
二
六
号
駄
ノ
原
細
線
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

名　
　
　
　

称

位　
　
　
　
　
　
　
　
　

置

変
更
の
概
要

起　
　
　

点

終　
　
　

点

三
・
四
・
二
六
号

駄
ノ
原
細
線

大
分
市
高
砂
町
三
三
一

の
一

大
分
市
大
字
細
字
土
穴

一
部
区
域
の
変
更

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

都
市
計
画
変
更
の
案
の
縦
覧
期
間

　
　

令
和
五
年
十
二
月
四
日
か
ら

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
八
日
ま
で

四　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
十
一
号　

大
分
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
五
年
十
一
月
二
十
五
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議

員
及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十

分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四



令
和
五
年
十
二
月
一
日

七

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
監
査
公
表
）

十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

　

一
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
、
八
一
九
人

二  

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

　

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

　

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

　

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

　

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

　

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
一
七
、
六
一
九
人

三  　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者  

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

　

大　
　

分　
　

市　
　
　
　
　

一
三
二
、
〇
八
三
人

　

別　
　

府　
　

市　
　
　
　
　
　

三
一
、
四
四
九
人

　

中　
　

津　
　

市　
　
　
　
　
　

二
二
、
五
二
七
人

　

日　
　

田　
　

市　
　
　
　
　
　

一
七
、
三
五
二
人

　

佐　
　

伯　
　

市　
　
　
　
　
　

一
九
、
二
〇
七
人

　

臼　
　

杵　
　

市　
　
　
　
　
　

一
〇
、
四
二
五
人

　

津　

久　

見　

市　
　
　
　
　
　
　

四
、
六
二
五
人

　

竹　
　

田　
　

市　
　
　
　
　
　
　

五
、
七
五
六
人

　

豊 

後 

高 

田 

市　
　
　
　
　
　
　

六
、
〇
九
四
人

　

杵　
　

築　
　

市　
　
　
　
　
　
　

七
、
七
七
七
人

　

宇　
　

佐　
　

市　
　
　
　
　
　

一
四
、
九
三
六
人

　

豊 

後 

大 

野 

市　
　
　
　
　

   　

九
、
六
二
三
人

　

由　
　

布　
　

市　
　
　
　
　
　
　

九
、
三
一
七
人

　

国
東
市
・
姫
島
村　
　
　
　
　
　
　

八
、
一
三
九
人

　

日　
　

出　
　

町　
　
　
　
　
　
　

七
、
七
八
三
人

　

九
重
町
・
玖
珠
町　
　
　
　
　
　
　

六
、
五
六
二
人

○
監
　
査
　
公
　
表

監
査
委
員
公
表
第
7
1
0
号

　
地

方
自

治
法

（
昭

和
22年

法
律

第
67号

）
第

199条
第

４
項

の
規

定
に

基
づ

き
実

施
し

た
定

期
監

査
の

結
果

に
関

す
る

報
告

を
、

同
条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

５
年

12月
１

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
長

 谷
 尾

　
　

雅
　

　
通

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

監
査

委
員

　
　

長
　

　
野

　
　

恭
　

　
子

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

監
査

委
員

　
　

古
 手

 川
　

　
正

　
　

治
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
𠮷

　
　

村
　

　
哲

　
　

彦
第

１
　

監
査

の
概

要
　

　
  　

こ
の

定
期

監
査

は
、

大
分

県
監

査
委

員
監

査
基

準
（

令
和

２
年

大
分

県
監

査
委

員
告

示
第

１
号

）
に

準
拠

し
て

実
施

し
た

。
　

１
　

監
査

の
対

象
　

　
　

令
和

４
年

度
に

お
け

る
財

務
に

関
す

る
事

務
の

執
行

　
２

　
監

査
の

実
施

　
　

  　
知

事
部

局
、

議
会

事
務

局
、

人
事

委
員

会
事

務
局

、
労

働
委

員
会

事
務

局
、

監
査

委
員

事
務

局
、

企
業

局
、

病
院

局
、

教
育

庁
及

び
警

察
本

部
に

つ
い

て
、

令
和

５
年

４
月

21日
か

ら
８

月
28日

ま
で

の
期

間
に

お
い

て
実

施
し

た
。

監
査

対
象

機
関

数

知
事

部
局

88

議
会

事
務

局
1

人
事

委
員

会
事

務
局

1

労
働

委
員

会
事

務
局

1

監
査

委
員

事
務

局
1



令
和
五
年
十
二
月
一
日

八

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

企
業

局
1

病
院

局
1

教
育

庁
10

警
察

本
部

30
合

　
計

134
　

　
　

な
お

、
監

査
対

象
機

関
ご

と
の

実
施

日
は

、
第

２
の

３
に

示
す

表
の

と
お

り
で

あ
る

。
　

３
　

監
査

の
主

眼
　

　
  　

財
務

に
関

す
る

事
務

の
執

行
及

び
経

営
に

係
る

事
業

の
管

理
に

つ
い

て
、

公
平

・
公

正
な

立
場

で
、

基
本

と
な

る
会

計
・

経
理

の
正

確
性

、
合

規
性

は
も

と
よ

り
事

務
事

業
の

経
済

性
、

効
率

性
及

び
有

効
性

の
観

点
か

ら
も

、
よ

り
実

効
性

の
上

が
る

監
査

を
実

施
し

た
。

第
２

　
監

査
の

結
果

　
　

  　
監

査
を

実
施

し
た

134機
関

の
財

務
に

関
す

る
事

務
の

執
行

に
つ

い
て

、
下

表
に

示
す

と
お

り
27機

関
に

お
い

て
、

13件
の

指
摘

事
項

及
び

24件
の

注
意

事
項

が
あ

っ
た

。
　

　
  　

そ
の

他
の

機
関

に
お

い
て

は
、

指
摘

事
項

又
は

注
意

事
項

に
該

当
す

る
事

項
は

な
く

、
財

務
に

関
す

る
事

務
が

概
ね

適
正

に
執

行
さ

れ
た

も
の

と
認

め
ら

れ
た

。
　

　
　

な
お

、
指

摘
事

項
と

注
意

事
項

の
区

分
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

　
　

⑴
　

指
摘

事
項

　
　

　
  　

是
正

又
は

改
善

を
要

す
る

も
の

と
し

て
、

文
書

に
よ

り
厳

重
に

注
意

す
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
で

、
概

ね
次

に
該

当
す

る
も

の
　

　
　

①
　

違
法

又
は

不
当

な
事

項
で

、
そ

の
程

度
が

重
大

な
も

の
　

　
　

②
　

故
意

又
は

重
大

な
過

失
が

認
め

ら
れ

る
も

の
　

　
　

③
　

事
務

処
理

等
が

著
し

く
適

正
を

欠
く

も
の

　
　

　
④

　
著

し
く

経
済

性
、

効
率

性
、

有
効

性
に

欠
け

る
も

の
　

　
⑵

　
注

意
事

項
　

　
　

  　
是

正
又

は
改

善
を

要
す

る
も

の
と

し
て

、
文

書
に

よ
り

注
意

す
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
で

、
概

ね
次

に
該

当
す

る
も

の
　

　
　

①
　

違
法

又
は

不
当

な
事

項
で

、
そ

の
程

度
が

比
較

的
軽

微
な

も
の

　
　

　
②

　
過

失
が

認
め

ら
れ

る
も

の
　

　
　

③
　

事
務

処
理

等
が

適
正

を
欠

く
も

の
　

　
　

④
　

経
済

性
、

効
率

性
、

有
効

性
に

欠
け

る
も

の
　

１
　

指
摘

事
項

監
査

対
象

機
関

監
　

　
査

　
　

結
　

　
果

（
知

事
部

局
・

総
務

部
）

大
分

県
南

部
振

興
局

　
公

用
車

を
損

傷
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

県
に

多
額

の
損

害
を

生
じ

さ
せ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

　
給

与
の

支
給

に
つ

い
て

、
資

金
前

渡
口

座
に

振
り

込
ま

れ
た

当
日

に
支

払
わ

な
か

っ
た

上
に

、
そ

の
ま

ま
資

金
前

渡
口

座
に

保
管

し
、

１
月

以
上

遅
れ

て
支

給
し

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

大
分

県
豊

肥
振

興
局

大
野

川
上

流
開

発
事

業
事

務
所

　
工

事
用

道
路

と
し

て
の

土
地

の
使

用
に

つ
い

て
、

大
分

県
農

林
水

産
部

用
地

事
務

取
扱

要
領

に
よ

ら
ず

口
頭

承
諾

の
み

で
行

っ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
　

庁
舎

清
掃

委
託

業
務

に
つ

い
て

、
予

定
価

格
の

積
算

に
あ

た
り

、
庁

舎
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
建

築
保

全
業

務
積

算
要

領
）

に
よ

ら
ず

直
接

人
件

費
等

を
積

算
す

る
な

ど
、

設
計

積
算

が
適

正
で

な
い

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
　

精
算

を
伴

う
委

託
に

つ
い

て
、

事
業

計
画

書
及

び
収

支
予

算
書

が
提

出
さ

れ
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
相

手
方

の
事

業
成

績
報

告
書

の
み

で
実

績
確

認
と

精
算

を
行

っ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
（

知
事

部
局

・
商

工
観

光
労

働
部

）
経

営
創

造
・

金
融

課
　

令
和

４
年

度
大

分
発

ニ
ュ

ー
ビ

ジ
ネ

ス
発

掘
・

育
成

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

、
10月

に
提

出
さ

れ
た

遂
行

状
況

報
告

書
で

は
事

業
計

画
書

の
内

容
を

満
た

し
て

お
ら

ず
、

事
業

の
完

了
が

危
ぶ

ま
れ

た
に

も
関

わ
ら

ず
、

口
頭

に
よ

る
指

導
の

み
で

適
時

・
適

切
な

指
導

等
を

行
わ

な
い

ま
ま

年
度

末
を

迎
え

る
こ

と
に

な
っ

た
。

３
月

末
に

な
り

初
め

て
事

業
遂

行
命

令
書

を
発

出
し

た
も

の
の

、
回

答
が

無
い

状
態

の
ま

ま
実

績
報

告
書

を
受

理
す

る
な

ど
、

極
め

て
不

適
正

な
事

務
の

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
（

知
事

部
局

・
農

林
水

産
部

）
畜

産
振

興
課

　
旅

費
に

つ
い

て
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

及
び

法
人

カ
ー

ド
を

利
用

し
県

内
旅

行
を

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

旅
行

命
令

を
発

し
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

（
知

事
部

局
・

土
木

建
築

部
）

港
湾

課
　

旅
費

に
つ

い
て

、
Ｅ

Ｔ
Ｃ

カ
ー

ド
及

び
法

人
カ

ー
ド

を
利

用
し

県
内

旅
行

を
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
旅

行
命

令
を

発
し

て
い

な
い

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
中

津
土

木
事

務
所

　
旅

費
に

つ
い

て
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

を
利

用
し

県
内

旅
行

を
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
旅

行
命

令
を

発
し

て
い

な
い

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
　

Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

の
管

理
に

つ
い

て
、

令
和

３
年

度
の

監
査

で
注

意
事

項
と

さ
れ

て
い

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
本

年
度

の
監

査
に

お
い

て
、

再
び

Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

の
保

管
責

任
者

の
指

定
漏

れ
等

、
同

様
の

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
（

各
種

委
員

会
）

議
会

事
務

局
　

公
用

車
の

物
損

事
故

に
よ

り
、

県
に

多
額

の
損

害
を

生
じ

さ
せ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

（
病

院
局

）
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病
院

局
　

清
掃

等
業

務
委

託
に

つ
い

て
、

予
定

価
格

の
積

算
に

あ
た

り
、

業
務

管
理

費
率

及
び

一
般

管
理

費
率

を
庁

舎
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
平

成
31年

3月
改

訂
版

）
で

示
さ

れ
た

範
囲

と
す

べ
き

と
こ

ろ
、

誤
っ

て
改

訂
前

の
率

を
用

い
た

こ
と

に
よ

り
、

過
小

な
積

算
額

に
よ

る
入

札
・

契
約

が
な

さ
れ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

（
警

察
本

部
・

警
務

部
）

総
務

課
　

タ
ブ

レ
ッ

ト
を

損
傷

さ
せ

た
こ

と
に

よ
り

、
県

に
多

額
の

損
害

を
生

じ
さ

せ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
 ２

　
注

意
事

項
監

査
対

象
機

関
監

　
　

査
　

　
結

　
　

果
（

知
事

部
局

・
総

務
部

）
人

事
課

　
ノ

ー
ト

パ
ソ

コ
ン

を
損

傷
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

県
に

損
害

を
生

じ
さ

せ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
大

分
県

中
部

振
興

局
　

令
和

５
年

３
月

６
日

に
交

付
決

定
取

消
処

分
を

行
っ

た
補

助
金

３
千

万
円

に
つ

い
て

、
補

助
金

返
還

請
求

書
を

同
日

付
で

送
付

し
た

が
、

年
度

末
時

点
で

未
収

と
な

っ
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
　

物
品

の
管

理
に

つ
い

て
、

公
用

車
の

鍵
を

紛
失

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

大
分

県
会

計
規

則
第

21条
に

定
め

る
事

故
報

告
書

を
提

出
し

て
い

な
い

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
大

分
県

南
部

振
興

局
　

鳥
獣

害
防

止
柵

設
置

工
事

に
つ

い
て

、
施

工
中

の
工

事
と

分
離

し
て

施
工

す
べ

き
工

事
を

追
加

工
事

と
し

、
工

期
末

に
ま

と
め

て
３

割
を

超
え

た
変

更
契

約
を

し
て

い
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
大

分
県

西
部

振
興

局
　

業
務

委
託

契
約

に
つ

い
て

、
仕

様
書

に
業

務
内

容
等

を
具

体
的

に
記

載
し

て
お

ら
ず

、
調

査
報

告
書

に
添

付
す

べ
き

書
類

に
不

備
が

あ
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
　

公
用

車
を

損
傷

さ
せ

た
こ

と
に

よ
り

、
県

に
損

害
を

生
じ

さ
せ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

大
分

県
北

部
振

興
局

　
行

政
財

産
の

貸
付

料
（

自
動

販
売

機
の

設
置

）
に

つ
い

て
、

「
県

有
施

設
に

お
け

る
自

動
販

売
機

設
置

事
業

者
の

選
定

に
係

る
事

務
処

理
要

領
」

に
定

め
る

納
期

限
ま

で
に

徴
収

し
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

　
公

用
車

を
損

傷
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

県
に

損
害

を
生

じ
さ

せ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
（

知
事

部
局

・
企

画
振

興
部

）
芸

術
文

化
ス

ポ
ー

ツ
振

興
課

　
「

指
定

管
理

施
設

サ
ー

ビ
ス

向
上

推
進

事
業

」
に

よ
り

実
施

し
た

所
管

施
設

の
修

繕
業

務
に

つ
い

て
、

仕
様

書
と

異
な

る
施

工
や

、
検

査
の

日
付

が
納

品
の

日
よ

り
前

に
な

っ
て

い
る

な
ど

の
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

　
旧

香
り

の
森

博
物

館
の

所
蔵

品
の

部
外

貸
付

け
に

つ
い

て
、

年
１

回
以

上
の

現
品

照
合

等
適

正
な

管
理

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た
た

め
、

定
期

監
査

時
に

お
い

て
一

部
の

物
品

（
美

術
品

等
）

が
確

認
で

き
な

い
な

ど
、

不
適

切
な

物
品

管
理

の
事

例
が

認

め
ら

れ
た

。
（

知
事

部
局

・
福

祉
保

健
部

）
こ

ど
も

・
家

庭
支

援
課

　
児

童
措

置
費

負
担

金
償

還
金

に
つ

い
て

、
前

年
度

と
比

較
し

て
、

収
入

未
済

額
が

１
割

以
上

増
加

し
収

納
率

も
低

下
し

て
お

り
、

そ
の

額
は

依
然

と
し

て
多

額
な

こ
と

が
認

め
ら

れ
た

。
（

知
事

部
局

・
生

活
環

境
部

）
う

つ
く

し
作

戦
推

進
課

　
公

用
車

に
つ

い
て

、
道

路
運

送
車

両
法

第
48条

に
定

め
ら

れ
た

定
期

点
検

整
備

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

人
権

尊
重

・
部

落
差

別
解

消
推

進
課

　
令

和
４

年
度

に
使

用
予

定
と

し
て

予
算

計
上

さ
れ

た
令

和
４

年
度

人
権

啓
発

に
関

す
る

横
断

幕
に

つ
い

て
、

年
度

内
に

使
用

予
定

が
な

い
に

も
関

わ
ら

ず
、

年
度

末
に

な
り

作
成

し
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
（

知
事

部
局

・
商

工
観

光
労

働
部

）
工

業
振

興
課

　
公

用
車

を
損

傷
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

県
に

損
害

を
生

じ
さ

せ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
観

光
局

観
光

政
策

課
　

令
和

４
年

度
県

域
版

Ｄ
Ｍ

Ｏ
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
機

能
強

化
事

業
委

託
（

精
算

を
伴

う
委

託
）

に
つ

い
て

、
委

託
業

務
実

施
計

画
書

に
、

予
算

額
に

係
る

内
訳

や
人

数
、

業
務

内
容

等
を

記
載

し
た

資
料

が
な

い
ま

ま
委

託
契

約
を

行
っ

た
。

さ
ら

に
、

本
来

、
充

当
す

べ
き

職
員

の
人

件
費

で
な

く
、

経
営

管
理

部
職

員
の

人
件

費
全

額
を

計
上

し
た

委
託

業
務

実
績

報
告

書
に

基
づ

き
額

の
確

定
を

行
っ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

（
知

事
部

局
・

農
林

水
産

部
）

地
域

農
業

振
興

課
　

公
用

車
を

損
傷

さ
せ

た
こ

と
に

よ
り

、
県

に
損

害
を

生
じ

さ
せ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

（
知

事
部

局
・

土
木

建
築

部
）

佐
伯

土
木

事
務

所
　

公
用

車
を

損
傷

さ
せ

た
こ

と
に

よ
り

、
県

に
損

害
を

生
じ

さ
せ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

宇
佐

土
木

事
務

所
　

公
用

車
を

損
傷

さ
せ

た
こ

と
に

よ
り

、
県

に
損

害
を

生
じ

さ
せ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

（
企

業
局

）
企

業
局

　
休

職
者

の
期

末
手

当
に

つ
い

て
、

期
末

支
給

割
合

が
誤

っ
て

計
算

さ
れ

、
過

大
支

給
さ

れ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
　

公
用

車
を

損
傷

さ
せ

た
こ

と
に

よ
り

、
県

に
損

害
を

生
じ

さ
せ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

（
教

育
庁

）
教

育
改

革
・

企
画

課
　

公
用

車
に

つ
い

て
、

道
路

運
送

車
両

法
第

48条
に

定
め

ら
れ

た
定

期
点

検
整

備
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
教

育
人

事
課

　
郵

便
切

手
の

購
入

に
つ

い
て

、
支

出
負

担
行

為
の

起
票

日
が

、
郵

券
証

紙
類

受
払
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簿
に

購
入

と
し

て
整

理
さ

れ
て

い
る

日
の

翌
日

に
な

っ
て

い
る

等
、

整
合

性
の

な
い

事
例

が
複

数
認

め
ら

れ
た

。
（

警
察

本
部

・
刑

事
部

）
刑

事
企

画
課

　
記

者
会

見
用

バ
ッ

ク
ボ

ー
ド

を
損

傷
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

県
に

損
害

を
生

じ
さ

せ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
鑑

識
課

　
テ

レ
ビ

会
議

用
カ

メ
ラ

を
損

傷
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

県
に

損
害

を
生

じ
さ

せ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。
 ３

　
監

査
の

執
行

状
況

　
　

 監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

監
査

対
象

機
関

監
　

査
　

実
　

施
　

日
（

知
事

部
局

・
総

務
部

）
知

事
室

令
和

５
年

６
月

23日
、

令
和

５
年

８
月

４
日

行
政

企
画

課
令

和
５

年
６

月
23日

、
令

和
５

年
８

月
４

日
県

政
情

報
課

令
和

５
年

６
月

22日
、

令
和

５
年

８
月

４
日

人
事

課
令

和
５

年
６

月
22日

、
令

和
５

年
８

月
４

日
財

政
課

令
和

５
年

６
月

23日
、

令
和

５
年

８
月

４
日

税
務

課
令

和
５

年
６

月
22日

、
令

和
５

年
８

月
４

日
市

町
村

振
興

課
令

和
５

年
６

月
22日

、
令

和
５

年
８

月
４

日
総

務
事

務
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
６

月
23日

、
令

和
５

年
８

月
４

日
大

分
県

東
部

振
興

局
令

和
５

年
５

月
９

日
か

ら
５

月
11日

、
令

和
５

年
６

月
15日

大
分

県
東

部
振

興
局

日
出

水
利

耕
地

事
務

所
令

和
５

年
５

月
26日

、
令

和
５

年
６

月
15日

大
分

県
中

部
振

興
局

令
和

５
年

４
月

26日
か

ら
４

月
28日

、
令

和
５

年
６

月
20日

大
分

県
南

部
振

興
局

令
和

５
年

５
月

31日
か

ら
６

月
２

日
、

令
和

５
年

７
月

21日
大

分
県

豊
肥

振
興

局
令

和
５

年
５

月
９

日
か

ら
５

月
11日

、
令

和
５

年
６

月
30日

大
分

県
豊

肥
振

興
局

豊
後

大
野

水
利

耕
地

事
務

所
令

和
５

年
５

月
26日

、
令

和
５

年
６

月
30日

大
分

県
豊

肥
振

興
局

大
野

川
上

流
開

発
事

業
事

務
所

令
和

５
年

５
月

26日
、

令
和

５
年

６
月

30日
大

分
県

西
部

振
興

局
令

和
５

年
５

月
９

日
か

ら
５

月
11日

、
令

和
５

年
６

月
６

日
大

分
県

北
部

振
興

局
令

和
５

年
４

月
26日

か
ら

４
月

28日
、

令
和

５
年

６
月

16日
別

府
県

税
事

務
所

令
和

５
年

４
月

21日
、

令
和

５
年

６
月

27日

大
分

県
税

事
務

所
令

和
５

年
４

月
24日

、
令

和
５

年
６

月
20日

日
田

県
税

事
務

所
令

和
５

年
４

月
21日

、
令

和
５

年
６

月
６

日
中

津
県

税
事

務
所

令
和

５
年

４
月

21日
、

令
和

５
年

６
月

29日
（

知
事

部
局

・
企

画
振

興
部

）
政

策
企

画
課

令
和

５
年

７
月

13日
、

令
和

５
年

８
月

８
日

お
お

い
た

創
生

推
進

課
令

和
５

年
７

月
12日

、
令

和
５

年
８

月
２

日
国

際
政

策
課

令
和

５
年

７
月

18日
、

令
和

５
年

８
月

２
日

芸
術

文
化

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課
令

和
５

年
７

月
13日

、
令

和
５

年
８

月
２

日
広

報
広

聴
課

令
和

５
年

７
月

18日
、

令
和

５
年

８
月

２
日

統
計

調
査

課
令

和
５

年
７

月
18日

、
令

和
５

年
８

月
２

日
交

通
政

策
課

令
和

５
年

７
月

12日
、

令
和

５
年

８
月

２
日

（
知

事
部

局
・

福
祉

保
健

部
）

福
祉

保
健

企
画

課
令

和
５

年
６

月
26日

、
令

和
５

年
７

月
31日

医
療

政
策

課
令

和
５

年
６

月
26日

、
令

和
５

年
７

月
31日

健
康

づ
く

り
支

援
課

令
和

５
年

６
月

23日
、

令
和

５
年

７
月

31日
感

染
症

対
策

課
令

和
５

年
６

月
23日

、
令

和
５

年
７

月
31日

国
保

医
療

課
令

和
５

年
６

月
27日

、
令

和
５

年
７

月
31日

こ
ど

も
未

来
課

令
和

５
年

６
月

30日
、

令
和

５
年

７
月

31日
こ

ど
も

・
家

庭
支

援
課

令
和

５
年

６
月

29日
、

令
和

５
年

７
月

31日
（

知
事

部
局

・
生

活
環

境
部

）
生

活
環

境
企

画
課

令
和

５
年

６
月

13日
、

令
和

５
年

７
月

３
日

う
つ

く
し

作
戦

推
進

課
令

和
５

年
６

月
14日

、
令

和
５

年
７

月
３

日
県

民
生

活
・

男
女

共
同

参
画

課
令

和
５

年
６

月
13日

、
令

和
５

年
７

月
３

日
私

学
振

興
・

青
少

年
課

令
和

５
年

６
月

15日
、

令
和

５
年

７
月

３
日

食
品

・
生

活
衛

生
課

令
和

５
年

６
月

14日
、

令
和

５
年

７
月

３
日

環
境

保
全

課
令

和
５

年
６

月
15日

、
令

和
５

年
７

月
３

日
循

環
社

会
推

進
課

令
和

５
年

６
月

14日
、

令
和

５
年

７
月

３
日

人
権

尊
重

・
部

落
差

別
解

消
推

進
課

令
和

５
年

６
月

13日
、

令
和

５
年

７
月

３
日

防
災

局
防

災
対

策
企

画
課

令
和

５
年

６
月

15日
消

費
生

活
・

男
女

共
同

参
画

プ
ラ

ザ
令

和
５

年
６

月
13日

、
令

和
５

年
７

月
３

日
（

知
事

部
局

・
商

工
観

光
労

働
部

）
商

工
観

光
労

働
企

画
課

令
和

５
年

６
月

16日
、

令
和

５
年

７
月

４
日

経
営

創
造

・
金

融
課

令
和

５
年

６
月

16日
、

令
和

５
年

７
月

４
日
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工
業

振
興

課
令

和
５

年
６

月
21日

、
令

和
５

年
７

月
４

日
Ｄ

Ｘ
推

進
課

令
和

５
年

６
月

16日
、

令
和

５
年

７
月

４
日

先
端

技
術

挑
戦

課
令

和
５

年
６

月
16日

、
令

和
５

年
７

月
４

日
商

業
・

サ
ー

ビ
ス

業
振

興
課

令
和

５
年

６
月

19日
、

令
和

５
年

７
月

４
日

企
業

立
地

推
進

課
令

和
５

年
６

月
19日

、
令

和
５

年
７

月
４

日
雇

用
労

働
政

策
課

令
和

５
年

６
月

19日
、

令
和

５
年

７
月

４
日

観
光

局
観

光
政

策
課

令
和

５
年

６
月

20日
、

令
和

５
年

７
月

４
日

（
知

事
部

局
・

農
林

水
産

部
）

農
林

水
産

企
画

課
令

和
５

年
７

月
20日

、
令

和
５

年
８

月
８

日
団

体
指

導
・

金
融

課
令

和
５

年
７

月
20日

、
令

和
５

年
８

月
８

日
地

域
農

業
振

興
課

令
和

５
年

７
月

26日
、

令
和

５
年

８
月

８
日

新
規

就
業

・
経

営
体

支
援

課
令

和
５

年
７

月
19日

、
令

和
５

年
８

月
８

日
水

田
畑

地
化

・
集

落
営

農
課

令
和

５
年

７
月

21日
、

令
和

５
年

８
月

８
日

お
お

い
た

ブ
ラ

ン
ド

推
進

課
令

和
５

年
７

月
20日

、
令

和
５

年
８

月
28日

園
芸

振
興

課
令

和
５

年
７

月
20日

、
令

和
５

年
８

月
24日

畜
産

振
興

課
令

和
５

年
７

月
21日

、
令

和
５

年
８

月
21日

農
村

整
備

計
画

課
令

和
５

年
７

月
20日

、
令

和
５

年
８

月
24日

林
務

管
理

課
令

和
５

年
７

月
19日

、
令

和
５

年
８

月
24日

森
林

保
全

課
令

和
５

年
７

月
21日

、
令

和
５

年
８

月
21日

漁
業

管
理

課
令

和
５

年
７

月
19日

、
令

和
５

年
８

月
24日

水
産

振
興

課
令

和
５

年
７

月
19日

、
令

和
５

年
８

月
24日

漁
港

漁
村

整
備

課
令

和
５

年
７

月
24日

、
令

和
５

年
８

月
21日

（
知

事
部

局
・

土
木

建
築

部
）

土
木

建
築

企
画

課
令

和
５

年
７

月
11日

、
令

和
５

年
８

月
８

日
建

設
政

策
課

令
和

５
年

７
月

12日
、

令
和

５
年

８
月

７
日

用
地

対
策

課
令

和
５

年
７

月
12日

、
令

和
５

年
８

月
７

日
道

路
建

設
課

令
和

５
年

７
月

６
日

、
令

和
５

年
８

月
８

日
道

路
保

全
課

令
和

５
年

７
月

６
日

、
令

和
５

年
８

月
７

日
河

川
課

令
和

５
年

７
月

６
日

、
令

和
５

年
８

月
７

日
港

湾
課

令
和

５
年

７
月

７
日

、
令

和
５

年
８

月
７

日
砂

防
課

令
和

５
年

７
月

７
日

、
令

和
５

年
８

月
７

日
都

市
・

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

令
和

５
年

７
月

７
日

、
令

和
５

年
８

月
７

日
公

園
・

生
活

排
水

課
令

和
５

年
７

月
４

日
、

令
和

５
年

８
月

７
日

建
築

住
宅

課
令

和
５

年
７

月
11日

、
令

和
５

年
８

月
７

日
施

設
整

備
課

令
和

５
年

７
月

11日
、

令
和

５
年

８
月

７
日

国
東

土
木

事
務

所
令

和
５

年
５

月
29日

か
ら

５
月

30日
、

令
和

５
年

６
月

15日
別

府
土

木
事

務
所

令
和

５
年

６
月

６
日

か
ら

６
月

７
日

、
令

和
５

年
６

月
27日

佐
伯

土
木

事
務

所
令

和
５

年
６

月
１

日
か

ら
６

月
２

日
、

令
和

５
年

７
月

21日
竹

田
土

木
事

務
所

令
和

５
年

６
月

12日
か

ら
６

月
13日

、
令

和
５

年
６

月
30日

中
津

土
木

事
務

所
令

和
５

年
６

月
７

日
か

ら
６

月
８

日
、

令
和

５
年

６
月

29日
宇

佐
土

木
事

務
所

令
和

５
年

５
月

30日
か

ら
５

月
31日

、
令

和
５

年
６

月
16日

（
知

事
部

局
・

会
計

管
理

局
）

会
計

課
令

和
５

年
７

月
25日

用
度

管
財

課
令

和
５

年
７

月
25日

（
各

種
委

員
会

）
議

会
事

務
局

令
和

５
年

６
月

21日
人

事
委

員
会

事
務

局
令

和
５

年
７

月
28日

労
働

委
員

会
事

務
局

令
和

５
年

７
月

13日
監

査
委

員
事

務
局

令
和

５
年

７
月

27日
（

企
業

局
）

企
業

局
令

和
５

年
６

月
２

日
、

令
和

５
年

６
月

５
日

か
ら

６
月

６
日

、
令

和
５

年
６

月
20日

（
病

院
局

）
病

院
局

令
和

５
年

５
月

30日
か

ら
６

月
１

日
、

令
和

５
年

６
月

20日
（

教
育

庁
）

教
育

改
革

・
企

画
課

令
和

５
年

７
月

３
日

、
令

和
５

年
８

月
３

日
教

育
人

事
課

令
和

５
年

６
月

30日
、

令
和

５
年

８
月

３
日

福
利

課
令

和
５

年
６

月
29日

、
令

和
５

年
８

月
３

日
学

校
安

全
・

安
心

支
援

課
令

和
５

年
７

月
４

日
、

令
和

５
年

８
月

３
日

特
別

支
援

教
育

課
令

和
５

年
６

月
30日

、
令

和
５

年
８

月
３

日
高

校
教

育
課

令
和

５
年

７
月

３
日

、
令

和
５

年
８

月
３

日
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社
会

教
育

課
令

和
５

年
７

月
３

日
、

令
和

５
年

８
月

３
日

人
権

教
育

・
部

落
差

別
解

消
推

進
課

令
和

５
年

６
月

29日
、

令
和

５
年

８
月

３
日

文
化

課
令

和
５

年
６

月
26日

、
令

和
５

年
８

月
３

日
体

育
保

健
課

令
和

５
年

６
月

27日
、

令
和

５
年

８
月

３
日

（
警

察
本

部
・

警
務

部
）

総
務

課
令

和
５

年
７

月
26日

、
令

和
５

年
８

月
24日

広
報

課
令

和
５

年
７

月
25日

、
令

和
５

年
８

月
24日

会
計

課
令

和
５

年
７

月
27日

、
令

和
５

年
８

月
24日

施
設

装
備

課
令

和
５

年
７

月
27日

、
令

和
５

年
８

月
24日

警
務

課
令

和
５

年
７

月
26日

、
令

和
５

年
８

月
24日

厚
生

課
令

和
５

年
７

月
25日

、
令

和
５

年
８

月
24日

監
察

課
令

和
５

年
７

月
25日

、
令

和
５

年
８

月
24日

留
置

管
理

課
令

和
５

年
７

月
27日

、
令

和
５

年
８

月
24日

情
報

管
理

課
令

和
５

年
７

月
27日

、
令

和
５

年
８

月
24日

（
警

察
本

部
・

生
活

安
全

部
）

生
活

安
全

企
画

課
令

和
５

年
７

月
26日

、
令

和
５

年
８

月
24日

地
域

課
令

和
５

年
７

月
26日

、
令

和
５

年
８

月
24日

人
身

安
全

・
少

年
課

令
和

５
年

７
月

26日
、

令
和

５
年

８
月

24日
保

安
課

令
和

５
年

７
月

25日
、

令
和

５
年

８
月

24日
サ

イ
バ

ー
犯

罪
対

策
課

令
和

５
年

７
月

27日
、

令
和

５
年

８
月

24日
（

警
察

本
部

・
刑

事
部

）
刑

事
企

画
課

令
和

５
年

７
月

27日
、

令
和

５
年

８
月

24日
捜

査
第

一
課

令
和

５
年

７
月

27日
、

令
和

５
年

８
月

24日
捜

査
第

二
課

令
和

５
年

７
月

27日
、

令
和

５
年

８
月

24日
組

織
犯

罪
対

策
課

令
和

５
年

７
月

25日
、

令
和

５
年

８
月

24日
鑑

識
課

令
和

５
年

７
月

26日
、

令
和

５
年

８
月

24日
科

学
捜

査
研

究
所

令
和

５
年

７
月

26日
、

令
和

５
年

８
月

24日
（

警
察

本
部

・
交

通
部

）
交

通
企

画
課

令
和

５
年

７
月

26日
、

令
和

５
年

８
月

24日
交

通
指

導
課

令
和

５
年

７
月

26日
、

令
和

５
年

８
月

24日
交

通
規

制
課

令
和

５
年

７
月

26日
、

令
和

５
年

８
月

24日
運

転
免

許
課

令
和

５
年

７
月

25日
、

令
和

５
年

８
月

24日
交

通
機

動
隊

令
和

５
年

７
月

25日
、

令
和

５
年

８
月

24日

高
速

道
路

交
通

警
察

隊
令

和
５

年
７

月
27日

、
令

和
５

年
８

月
24日

（
警

察
本

部
・

警
備

部
）

警
備

企
画

課
令

和
５

年
７

月
25日

、
令

和
５

年
８

月
24日

外
事

課
令

和
５

年
７

月
25日

、
令

和
５

年
８

月
24日

警
備

運
用

課
令

和
５

年
７

月
25日

、
令

和
５

年
８

月
24日

機
動

隊
令

和
５

年
７

月
25日

、
令

和
５

年
８

月
24日

監
査
委
員
公
表
第
7
1
1
号

　
地

方
自

治
法

（
昭

和
22年

法
律

第
67号

）
第

199条
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

き
実

施
し

た
臨

時
監

査
の

結
果

に
関

す
る

報
告

を
、

同
条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

５
年

12月
１

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
長

 谷
 尾

　
　

雅
　

　
通

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

監
査

委
員

　
　

長
　

　
野

　
　

恭
　

　
子

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

監
査

委
員

　
　

古
 手

 川
　

　
正

　
　

治
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
𠮷

　
　

村
　

　
哲

　
　

彦
第

１
　

監
査

の
概

要
　

　
  　

こ
の

臨
時

監
査

は
、

大
分

県
監

査
委

員
監

査
基

準
（

令
和

２
年

大
分

県
監

査
委

員
告

示
第

１
号

）
に

準
拠

し
て

実
施

し
た

。
　

１
　

監
査

の
対

象
　

　
  　

監
査

日
の

属
す

る
月

の
前

々
月

末
ま

で
の

６
か

月
間

に
お

け
る

旅
費

、
そ

の
他

需
用

費
等

の
事

務
的

経
費

及
び

現
金

出
納

事
務

、
そ

の
他

必
要

と
認

め
る

も
の

　
２

　
監

査
の

実
施

　
　

  　
知

事
部

局
、

教
育

庁
及

び
教

育
機

関
並

び
に

警
察

本
部

に
つ

い
て

、
令

和
５

年
４

月
1１

日
か

ら
６

月
９

日
ま

で
の

期
間

に
お

い
て

実
施

し
た

。

監
査

対
象

機
関

数

知
事

部
局

７

教
育

庁
及

び
教

育
機

関
12

警
察

本
部

３

合
　

計
22

　
　

　
な

お
、

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
実

施
日

は
、

第
２

の
３

に
示

す
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

　
３

　
監

査
の

主
眼



令
和
五
年
十
二
月
一
日

一
三

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

　
　

  　
旅

費
、

そ
の

他
需

用
費

等
の

事
務

的
経

費
の

適
正

支
出

が
確

保
さ

れ
て

い
る

か
、

ま
た

、
現

金
出

納
事

務
ほ

か
日

常
事

務
が

適
正

に
処

理
さ

れ
て

い
る

か
を

主
眼

と
し

て
実

施
し

た
。

第
２

　
監

査
の

結
果

　
　

  　
監

査
を

実
施

し
た

22機
関

の
財

務
に

関
す

る
事

務
の

執
行

に
つ

い
て

、
下

表
に

示
す

と
お

り
２

機
関

に
お

い
て

、
１

件
の

指
摘

事
項

及
び

１
件

の
注

意
事

項
が

あ
っ

た
。

　
　

  　
そ

の
他

の
機

関
に

お
い

て
は

、
指

摘
事

項
又

は
注

意
事

項
に

該
当

す
る

事
項

は
な

く
、

財
務

に
関

す
る

事
務

が
概

ね
適

正
に

執
行

さ
れ

た
も

の
と

認
め

ら
れ

た
。

　
　

　
な

お
、

指
摘

事
項

と
注

意
事

項
の

区
分

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
　

　
⑴

　
指

摘
事

項
　

　
　

  　
是

正
又

は
改

善
を

要
す

る
も

の
と

し
て

、
文

書
に

よ
り

厳
重

に
注

意
す

る
こ

と
が

適
当

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
、

概
ね

次
に

該
当

す
る

も
の

　
　

　
①

　
違

法
又

は
不

当
な

事
項

で
、

そ
の

程
度

が
重

大
な

も
の

　
　

　
②

　
故

意
又

は
重

大
な

過
失

が
認

め
ら

れ
る

も
の

　
　

　
③

　
事

務
処

理
等

が
著

し
く

適
正

を
欠

く
も

の
　

　
　

④
　

著
し

く
経

済
性

、
効

率
性

、
有

効
性

に
欠

け
る

も
の

　
　

⑵
　

注
意

事
項

　
　

　
  　

是
正

又
は

改
善

を
要

す
る

も
の

と
し

て
、

文
書

に
よ

り
注

意
す

る
こ

と
が

適
当

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
、

概
ね

次
に

該
当

す
る

も
の

　
　

　
①

　
違

法
又

は
不

当
な

事
項

で
、

そ
の

程
度

が
比

較
的

軽
微

な
も

の
　

　
　

②
　

過
失

が
認

め
ら

れ
る

も
の

　
　

　
③

　
事

務
処

理
等

が
適

正
を

欠
く

も
の

　
　

　
④

　
経

済
性

、
効

率
性

、
有

効
性

に
欠

け
る

も
の

  １
　

指
摘

事
項

監
査

対
象

機
関

監
　

　
査

　
　

結
　

　
果

（
教

育
庁

及
び

教
育

機
関

）
中

津
北

高
等

学
校

　
物

品
の

購
入

契
約

等
に

つ
い

て
、

本
来

、
支

出
負

担
行

為
を

行
う

べ
き

時
期

に
事

務
長

も
気

付
か

ず
、

年
度

を
超

え
た

出
納

整
理

期
間

中
に

前
年

度
に

日
付

を
遡

っ
て

支
出

負
担

行
為

を
行

っ
て

い
る

事
例

が
多

数
あ

る
な

ど
、

会
計

事
務

に
係

る
内

部
け

ん
制

に
著

し
く

適
正

を
欠

い
て

い
る

事
実

が
認

め
ら

れ
た

。
  ２

　
注

意
事

項
監

査
対

象
機

関
監

　
　

査
　

　
結

　
　

果
（

教
育

庁
及

び
教

育
機

関
）

中
津

支
援

学
校

　
庁

舎
設

備
の

修
繕

契
約

に
つ

い
て

、
職

員
が

請
求

書
に

ゴ
ム

印
で

日
付

を
追

記

し
た

こ
と

に
よ

り
、

不
適

法
（

日
付

が
二

重
表

記
）

と
な

っ
た

書
類

を
支

出
証

拠
書

類
と

し
て

使
用

す
る

な
ど

、
不

適
切

な
経

理
処

理
の

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

  ３
　

監
査

の
執

行
状

況
　

　
  監

査
対

象
機

関
ご

と
の

監
査

実
施

日
は

、
次

表
の

と
お

り
で

あ
る

。
監

査
対

象
機

関
監

　
査

　
実

　
施

　
日

（
知

事
部

局
）

南
部

保
健

所
令

和
５

年
４

月
13日

西
部

保
健

所
令

和
５

年
４

月
11日

北
部

保
健

所
豊

後
高

田
保

健
部

令
和

５
年

４
月

12日
中

津
児

童
相

談
所

令
和

５
年

４
月

14日
観

光
局

観
光

政
策

課
令

和
５

年
５

月
16日

大
分

高
等

技
術

専
門

校
令

和
５

年
６

月
９

日
玖

珠
土

木
事

務
所

令
和

５
年

４
月

11日
（

教
育

庁
及

び
教

育
機

関
）

佐
伯

教
育

事
務

所
令

和
５

年
４

月
13日

香
々

地
青

少
年

の
家

令
和

５
年

４
月

12日
大

分
豊

府
高

等
学

校
令

和
５

年
４

月
17日

大
分

工
業

高
等

学
校

令
和

５
年

４
月

17日
大

分
西

高
等

学
校

令
和

５
年

６
月

９
日

情
報

科
学

高
等

学
校

令
和

５
年

６
月

６
日

久
住

高
原

農
業

高
等

学
校

令
和

５
年

４
月

13日
中

津
北

高
等

学
校

令
和

５
年

４
月

14日
中

津
東

高
等

学
校

令
和

５
年

４
月

17日
宇

佐
高

等
学

校
令

和
５

年
４

月
14日

中
津

支
援

学
校

令
和

５
年

４
月

17日
由

布
支

援
学

校
令

和
５

年
６

月
８

日
（

警
察

本
部

）
宇

佐
警

察
署

令
和

５
年

４
月

14日
日

田
警

察
署

令
和

５
年

４
月

11日
佐

伯
警

察
署

令
和

５
年

６
月

９
日


